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昭和46年 7月 9日

日野市長古谷 栄



目 次

第 1 基本構想、の目的および性格…・・…一

第 2 基本構想、の目標年次…一…・・・…………………………………ー 1 

第 3 日野市の将来展望……・・……………………………………・…. 1 

1. 人口と産業………………・…・・………………………・・・・・・….. 1 

2. 都市環境・・……………………………………………・ー….. 2 

3. 市民生活・・……………・…ー………………………・・・…・…. 3 

4. 行財政一………………一……………………………-…. 4 

第4 日野市のめざす都市像…・……ー………………………・・・…….. 5 

0 くらしを守る住宅都市・・……………………・・・………ー 5 

0 連帯する市民の都市…・・……………………………….. 6 

ハ可
U

Q

U

ハY

ハY

ハU

ハU

1
1ム

1
Eム護保

備

用

備

通

の

川

崎

川

峰

崎

糊

」

ノ

盤

却

街

脱

然

の

基

土

市

道

自

市

策

目

)

)

)

)

者

1

2

3

4

施F
h
u
 

第



2. 市民生活の安定向上一………・一……・・・・・・…....一…………ー 10

1) 生活環境……・・………………………………………… 10

2) 保健衛生・・・・・……・・・…・・・…….............一……・・・…・・ 12

3) 社会福祉・・……………………………………………一 13

4) 教育文化一……………………………………………ー 13

3. 産業経済の発展一-一……ー・…・・・…………・・・・・・……………..14 

1) 農業の振興…・・…………………………………………… 14

2) 中小企業の振興・・…・・…・・・・……・・・・・・…・・・・・・…………..15 

3) 市民消費経済の保護…・・…………・・・・・・…・・・・・・………ー 15

4. 行財政運営の合理化・近代化・…・・…一……………………・・ 15

5. 市民の市政への参加・・・・・・ー…・・・…….........………………..16 



日野市基本構想

第 1 基本構想、の目的および性格

この基本構想は日野市の将来のあるべき姿をえがき、この目標に到達す

るために必要な基本的施策の大綱を定めることにより、総合的かつ計画的

な行政の運営をはかることを目的とする。

また、この基本構想、は基本計画、実施計画の基礎となるものであるが、

制定後社会および経済情勢の変化により構想、と現実がいちじるしく遊離し、

本市の基本としてふさわしくない状態とな った場合には改訂できるものと

する。

第 2 基本構想の目標年次

この基本構想、は昭和55年を目標年次とする。

第 3 日野市の将来展望

l. 人口と産業

1) 人口

大都市中心部の人口が減少している反面、この周辺都市において人口

が明加している傾向は、こんごもっづくものと予想される。このような

情勢のなかで本市の人口は都市化の進行とともにひきつづき増加し、

標年次には総人口で16万人 ~17万人に達するものと予測される 。

また、平均世イi?人員は核家族化、単身世'貯のJW力11等により、縮少する

要因も考えられるが、 一方出生率の附加傾向がみられるので、ほぼ現状

規棋で移行するものと予想される。
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2) 産業

本市の農業は、都市化の進行とともに、ますますきびしい条件のなか

におかれるものとみられるが、一方で、は新しく形成される巨大な消費市

場に隣接した有利な立地条件と生鮮食料品、花き等の需要増大が見込ま

れ、これらを背景とした近郊農業の存立は、可能で、あると考えられる。

したがってこんごはこれらの面での基盤整備が推進されよう。

工業は地価の高騰、公害規制の強化等により新たな工場の進出はこん

ご限られたものとなることが予想される。また既存工場も公害問題から

設備改善が要請され、将来は公害を出さない工業へと漸次移行するもの

と思われる。

また商業活動は消費人口の増大と大量消費の傾向が強まり、こんご一

段と活発化するものと予想、きれる。とりわけ小売業には、構造的変化が

予想され、食料品、日用雑貨を中心とした小売商庖の総合大型化および

買回り品を扱う専門庖化の傾向が強まるものと思われる D また消費者側

も所得水準が高まり、自動車で買物をするなど購買のパターンが変化し

消費者の行動圏が拡がることが予想される。

2. 都市 環境

本市は都市計画法により市域の約82%が市街化区域に定められたが、こ

の区域の約25%は農地であり、これがこんご10年間ですべて市街化するも

のとは考えられない。

とくに公害等の影響の少ない区域は農業団地あるいは生産緑地として住

区と共存しながら残るものと予想される。

市街地開発は、おおむね区画整理および民間開発者等によって行なわれ

るものと思われるが、公共用地のほか、極力緑地を確保する方向ですすめ

られる。

道路は、モータリゼーションの進展にともなってこんご着実に整備され

るであろうが、自動車の排気力、、ス、振動、交通災害といった公害の発生を

未然に防止する観点から、道路構造上の技術的工夫がなされ、住生活に密
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着した歩・車道分離の生活道路が優先的に整備されると思われる。

下水道は、浅川・多摩川排水系統の幹線路によって、都市下水路の段階

を経て逐次整備されると思われるが、この建設・維持・運営は、効率性や

財政負担能力からみて、広域的になされるものと忠われる D

水道は従来水源を地下水に依存してきたが、こんご水位の低下、需要の

増大により都分水への依存度が高まるものとみられる。給水区域も全iU域

におよび、将来地下水はごく阪られた範囲でのみ利用されることに〆なろう 。

また、多摩地区各市の水道$業の一元化が検討されているので、水辺料

金の多摩地区格差は、是正の方向にむかうものと忠われる。

汚物処理は、生活水準の向上により、市民 1人当りの排出量が附加する

とともに、耐久消費財等の廃棄物も多量になり、効率的な大型機械の導入

が要請され、広域的な協同処理が検討されることになろう 。

都市環境を悪化させている公害発生源は、多種多様にわたっており、こ

んご問題となってくる公害その他潜在している公害は、容易に予測できな

いが、公害対策は予防的な面から規制措置の強化、環境基準の設定等しだ

いに総合的体系的に整備されるとともに防止技術の開発も併行して進めら

れ改善の方向に進むものと考えられる口

3. 市民 生 活

技術の進歩は経済の発展と相まって、これからの勤労生活内容にも変容

をもたらすものと予想される。とくに、生産部門のオートメ化によって仕

事の規格化や単純化が進み、技術者の比重が高まるであろう。また事務管

理部門でも事務処理の機械化が進み、従来の定型的作業では、人手が省か

れ、高度の知識や技術を要するスペシャリストや、人間でなければ処理で

きない対人関係の仕事の比重が高まるであろう。

このような勤労そのものの質の変化、企業の組織体制の構造的変化は労

働時間を短縮させ、余暇時間を生むこととなるであろうし、所得の向上と

相まって、レジャー需要が増加し、趣味などによる社会集団に帰属する市

民が増加し、各種の市民施設が要請されることとなろう。
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また、こんごの市民消費生活も多様化、高級化の傾向がいっそう高まる

ことが予想され、消費水準の向上によ って消費のあり方についても変化が

生じ、住居費や教養、娯楽、交通、通信などの生活内容を豊かにする経費

の割合が増大する型の消費構造にむかうものと考えられる。 したがって、

これら市民の水準の高い消費生活に対応した各種の運動施設や教養を高め

るための施設の要請が高まるものと予想される。

環境の浄化が進み、医療施設等が充足されることによって伝染病等はこ

んご漸次減少していくものとみられるが、反面都市化による自動車災害、

および成人病、老人の疾病の比重が高まるものと思われる。

教育面については、こんごますます幼児教育についての関心が高まり、

関連の施設整備が要請されよう 。また、交通災害から児童を守るための施

策が必要で、ある。

福祉行政については、とくに老人、児童、母子および心身障害者を対象

とした幅広い積極的な施策が要求きれよう 。

4. 行財政

市の行財政は都市化の進展とともに、大きく変ぼうするものと思われる。

市民生活の変化は市行政に対するさまざまの要請、行財政需要の増こう

をもたらし、市が地域的課題に対処しそのはたすべき役割もますます拡大

されるものと思われる。市民の快適な生活への欲求は市民要求として具体

化し、市行政への期待も多様化、積極化するものと考えられる。

市は、これら行財政需要の増大化と、きびしい財政事情に対処して自ら

の行財政制度の改善、その運営の合理化、近代化をはかる必要が生ずる。

行政組織の合理化、能率化をはかるとともに、財源の充実と経費の節減を

期する等総合的、計画的な行財政運用が要請されることとなる。
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第4 日野市のめざす都市像

目標年次における本市の展望は、市民に多くの可能性を約束すると同時

に、また多くの困難な課題の解決を要求する。

いまこそ市は、市民の総意により、これらの課題に対処し、快適な市民

生活実現のための基本的目標を明らかにしなければならなし、 進展してや

まない市勢の歩みは、目標の早急な設定を求め、その遅滞を許さない。

市はここに、つぎの二つの目標を「めさやす都市像」としてかかげ¥これ

らが市民の生活の場を守り、その内容を高めることを確信する。

0 くらしを守る住宅都市

かつて市民は、自然の恵みのままに豊かで、のびやかな生活を営んでき

た。しかし経済の急速な発展は自然、との共存を忘れ、くらしと自然の調和

を困難にし、現在、人命さえ危うくしている。

市は市民の総意をもって安心して生活できる日野市を建設しなければな

らない。

生活環境の早急な整備により市民に健康を約束し、その生活に安定と恕

いをもたらすことは、いまや市の大きな責務となっている。

道路、上下水道を中心とする都市施設の整備について市はあらゆる角度

からこれを積極的に推進し、市民すべての理解と協力により施策の適切な

実施をはかる。

市内の産業は、これら施策が着々と実現されるなかで市民の日常生活と

密着して保護育成され、その立地については、全市民の安全と利便を十分

に考慮した適正な指導がなされる。

その結果、商業は、消費人口の拡大と交通網の盤備によりさらに成長し

工業は諸施設の改善等により安全な市民の職場として発展し、農業はその

象徴ともいうべき緑を通じ、自然との調和回復に重要な役割をはたす。

今日、緑の確保は単に自然景観の保護にとどまることなく、生活の多方

面にかかわる重大な問題と化している。市民すべてが認識を新たにし、市

-5-



をあげて緑の確保・保全につとめなければならない。

一方、社会福祉問題に対しても、市は可能なかぎりの施策をこうじ必要

な保護と援助の手をさしのべるとともに毎日のくらしに不安のない市民生

活を実現する。 とくに児童については、健全な保護育成環境を整備し、そ

の健康で、安全な成長を期待するとともに、老人問題については積極的な社

会復帰を目標とする諸施策により、老後の不安を解消し、市民すべての福

祉活動への参加によりますます複雑化する福祉の課題を克服する。

都市環境の整備と福祉の充実による生活の安定こそ市のめざすところで

ある。

0 連帯する市民の都市

市勢発展の礎石として、市は教育を重視し、その施設整備にできうる限

りの努力を続けてきた。これら教育環境の整備を背景として、市民は余暇

時間を学習活動に、あるいは趣味や実践活動に活用する。

公民館を中心として展開きれる社会教育活動は、こんごその分野をいっ

そう拡大し、内容はより高度化される口系統的に組織された、成人教育の

プログラムのなかで市民は広く文化に親しみ、識見を高め、発言する市民

として自らを再教育する。情報化時代に対応して経営される図書館はそれ

ら市民の専門的要求にこたえるとともに、身近な文化施設として生活を楽

しみ、教養趣味を充足する読書の場となる。

市は地域集会施設を計画的に整備し、地区住民の積極的な交流をうなが

し、市民が自由に利用できる施設を確保する。

親しい者、趣味・目的を同じくする者はこれら施設の利用により必要な

ときいつでも自由に学習し、語り合えることを保障される。

市民の相互理解、協調精神郷土愛はここで培われ 親睦はスポーツ活

動等を通じ、いっそう深められる。

各種施設の整備により市民の交流は一段と活発化し、新たな連帯意識が

養われる。そこには、明日の生活をより高めようとする積極的な姿勢が芽

生え、やがて、それは市民意識として定着する。
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郷土の明日を求め、語り合う市民の声はつねに市政に反映し、自治の精

神は確固としてより高い次元へと高揚する。

明日の日野市建設のたくましい力は、語り合う市民の連帯にこそある。
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第 5 施策の大綱

1. 都市基盤の整備

1) 土地利用

住宅地、農地、緑地、商業地等を有機的に連けいさせ、それぞれが効

率的に機能するようつぎの施策をすすめる。

イ 用途地域の指定の合理化と純化をはかり、とくに住居地域について

は、主として専用地区とし、高度地区の指定を行ない、良好な住居環境

を守る。

ロ 開発区域は、他の区域と相互に連けいするよう指導する。

ハ 都市再開発の推進ならびに固有地・都有地の活用により、オープン

-スペースの確保をはかる。

ニ 住居地域には、義務教育施設等の公共用地をかたよらないよう、適

切に配置する。

ホ 商業地、工業地は原則として住宅地と混在しないょっ各地域の純化

をはかる。また、工業地域は、環境整備に努力し、商業地は人口の地

域配分を考慮し、日用必需品の需要をみたせる近隣商業地域を適切に

配置する。商業地域については、国鉄、私鉄各駅を中心として商庖街

が形成されるよう計画し、効率的立体的土地利用を行なうよう指導す

る。

へ 農地については農業者の協同による都市開発、農地の集団化、また

生産緑地の設定等効率的な土地利用が行なわれるよう誘導する。

2) 市街 地整 備

丘陵地、平坦地等地形上の制約と都市施設の配置を十分配慮、して市街

地の開発、整備をすすめる。

土地区画整理事業については、諸権利者と十分に話し合いを行ない、積

極的に推進するとともに、組合、共同施行による方法を普及して、不良

市街地が形成されないよう指導育成につとめる。
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また、民間の宅地造成および、このほかの住宅団地造成については、

規制と誘導の両面から、良好な市街地となるよっ強力な措置をこうずる。

既成市街地の整備は困難な条件のもとにあるが、都市再開発の有効な

手段により地域関係者の協力によ って推進する。

3) 道路交通

こんごますます増大する交通需要に対処し、交通災害、排気ガス公害

等から市民を守り、安全な通行が保障されるよう積極的な施策をこうず

る。

イ 未整備の道路は拡rlJ日・舗装等の改良をすすめ、道路網の整備がおく

れている地域は 新設をはかる。

ロ 歩行者、とくに通学児童の安全確保のため、踏切の立体交叉、歩・

車道の区分を促進するとともに、ガードレール、道路標識等を設置す

る。

ハ 自動車排気力、ス・振動・騒音等の公害から住居環境を守るため、街

路樹を植樹するほか、道路の構造を検討する。

ニ 市内循環ノぐスの実現をはかる。

4) 自然環境の保護

住宅都市をめざす本市においては、公園、緑地のはたす役割は大きく

重要なものであり、自然がこれ以上破壊されないよう諸施策をこうじて

いかなければならない。

このために自然環境の保護を十分に考慮した都市計画によって、より

多くの市民が自由に利用できる公園、緑地を積極的に配置するとともに、

まちぐるみの緑化運動を推進する。また団地達成者には、公園、緑地を

適切に整備させ、とくに丘陵地の宅地造成者には街路樹の植樹と傾斜地

等の緑化をはかるよう指導する。

2. 市民生活の安定向上

1) 生活環境

近代的な市民生活を実現するため生活環境の整備を優先的に推進し、
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生活の障害と不安を防止し、市民生活の安全を確保する。このため水辺

の全市域給水を早急に実現するとともに、下水辺氏十四をすすめ、 j青少1178jL

業の近代化と処理施設の整備充実をはかり 、また予期せぬ災害や公害等

から市民の生命財産を守リ、安全なlii境の笠備につとめる。

イ水道

水道事業の第 2期拡張変更計画と第 3期拡張計画をすすめ、全.rli域

を給水可能区域とし、市民の水使用に対する不安を解消する。水源は

今後地下水位低下と都市化の進展にともなう水需要のJ111大等に対処し

既設水源と、都分水の受水により確保する。

また東京都がすすめている三多摩各lIiの水道44業一元化については

市民の利益と結びつく方向で、内容を十分に検討する。

ロ下水辺

下水道は都市施設として欠かせないものであるが、その整備普及に

は莫大な投資を要することから、広域的・共同的な事業計画を検討し

整備の緊急性・優先性を考慮、し都市計画卒業の進行のなかで積極的に

その実現につとめる。

また排水路と化している用水路についても改修をすすめるとともに

維持管理を積極的に行い、この活用をはかり、あわせて都市下水路の

整備を推進する。

j青掃

市民の日常生活のなかで日々排出される汚物については迅速かつ衛

生的な収集処理がたえず求められる。このようなことからゴミ処理に

ついては、市民の協力をえながら能率的、衛生的な収集方法の普及を

はかり、こんご予想されるゴミの質・量・形態の変化と多様化の傾向

に対しては、新たに開発される技術の積極的な研究と導入につとめ効

率的な処理を行なわ

し尿処理施設については拡充をはかると同時に改良をかさね近代的

な施設として整備する口
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ニ 防犯・防災

不mlJの事態から，U民の生命と財産が守られ、 I↑i民が安心して日常の

生活が営めるよう関係機関と協力して防犯・防災対策をこうずる。

防犯については住宅形式の変化、住宅の密集化に対処した適切な防

犯知識の普及をはかり、 rH民の協力を求めて防犯体制を確立する。

火災から rU民を守るため現布消防力を「消防力の基準」に適合する

よう努力し、消火活動の万全を期する。

このほか災害対策については、同・都と ー」体とな って防災活動が行

なえる休制をととのえるとともに rllは一一次的防災機関としての責務を

自覚して、災害予防、応急、、復旧対策等、総合的な防災体制を確立す

る。

ホ 公
_.一一・
之丞
Eコ

山氏の生活を阻害し、健康をおびやかす純々の公害に刈してはあら

ゆる手段で防止と追放のための対策をすすめる。このために調査・監

視体制の充'夫と強化をはかり、発生源の究明、情報の交換を行なうと

ともに、関係機関の協力をえて発生源の取締り、指導など、積極的な

行政措置が行なえるようっとめる。

また，U民の倉IJ意と協力によ って、まちぐるみの公害防止辺部Jを推進

する。

2) 保健衛生

生活環境の整備を促進するとともに、こんごの社会環境の変化を十分

に考慮した対策をすすめる。 とくに予防衛生を重視し、予防接種、成人

病、老人の疾病のための定期的な検診と伝染病予防の面から、そ族・見

虫駆除等の対策を徹底する。

また、保健所と密接に述けいし、市民の健康保持のため、母子保健を

はじめ、各種の健康診断の実施を促進し、保健衛生思想、の普及と指導を

積極的にすすめる。

このほか、市民の医療施設を確保するため、市立総合病院の整備充実
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をはかるとともに市内の医療機関の協力をえて、休日診療、交通傷害に

刈aする政急、診療休HjlJを確立する。

3) 社会福祉

悩祉の課題は故近とみに複雑化し、その解決は国や者13の地策にまっと

ころが大きいが、 rlJとしてもより rI J広い、きめこまかな行政を目標に、

，U民のけ常生活にとけこんだ福祉活動を推進する。

児童の福祉については、保育施設をはじめ、各種児童厚生施設の笠備

とともに、その内容をさらに充実し、またこんごますますよmi円?大すると j

われる i老三人問題に刈しては、積極的に社会復川をつながし自立生活の維

持向上をはかるため、福祉センタ一等施設を整備し、相談指導機能を値

化する 。 ~入団体の育成にあたっては、社会教育活動との連絡を密にし

孤独感や疎外感から老人を解放するため強力な指導を行なう。

心身障富者については、 itu所訓練施設のほか、訪問指導体制を充実し

その栢祉を向上する。

また保護、長護施策については生活保護家庭をはじめ低所得者層に対

しての生活更生相談を充実し、自立更生の道を聞くょっ積極的に指導す

る

これらギ業の推進にあたっては、日野市社会福祉協議会をはじめとす

る各種福祉団体と緊密な連絡をたもち、その協力をえて、市民の福祉を

向上する。

4) 教育文化

イ学校教育

科学技術の進歩や経済社会構造の急速な変化は教育のあらゆる分野

に大きな改革をもたらそうとしている D この時代の要請にこたえるた

めには施設の整備に加え、教育内容の充実をはかることが必要で、ある。

そのため教職員の研修をはじめ教材-・教具の整備充実、学校保健体

育の拡充、特殊教育の振興、その他諸条件の整備をすすめ教育水準の

向上につとめる。
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また、幼児教育の重要性と幼稚園教育への市民の強い要請に対処す

るため公立幼稚園の増設や民間幼稚園の誘致に積極的に取り組むとと

もに、公私立保育園との関連性についても十分検討して幼児教育の普

及充実に努力する。

高校、大学については就学率が年々高まっており、人口増加にとも

ない施設の不足が予想、きれるので誘致についていっそう努力する。

口市民文化

市民が自発的に学び自らの資質の向上につとめるための機会、場所

を広く提供する必要がある。そのため、幼児教育、家庭教育、青少年

教育、成人教育、老人教育等人聞の一生を通じて学習する、いわゆる

「生涯教育」のための諸施策をこうずる。

公民館、図書館、地区センタ一等諸施設を充実し、それぞれの機能

の連けいのなかで市民の文化活動への積極的参加をよびかけ、郷土の

文化的遺産を継承して地域にねぎした市民文化の創造をはかる。

一方、市民の体位向上、健康増進のための体育レクリエーション施

設を整備拡充するとともに、青少年の健全育成をはかる。

また、学校開放を積極的に促進して勤労青少年や地域住民の身近な

施設として、また幼児・児童の遊び場として利用されるようはかる。

さらに、市民の自発的学習意欲が結集していくことは市民意識の高

揚にも通じる重要な課題であるので、民間有志指導者の養成と自主的

小集団や社会教育関係団体の指導育成につとめる。

3. 産業経済の発展

産業の振興にあたっては経営および技術的な水準を高めることを基調と

し、商工業、農業をとりまく諸条件の整備を積極的に推進し、生産性の向

上を促進する。

1) 農業の振興

急激な都市化と経済の高度成長による公害等の影響によって農業振興

をはばむ条イ牛はいっそうきびしいものとなっているが、こうしたイ頃向の
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なかで、生鮮食料品等を市民に供給する重要な役割をはたす都市農業と

して経営の自立化、企業化をす冶め、消費者と直結した流通機構の整備

を併行して推進する。

また市民が土と親しみ、自然と対話できる農業レジャー公園の設置を

土地利用の中で検討し、生産緑地としての性格をもたせながら都市と共

存し得る農業を確立するとともに自立志向農家の指導育成につとめる。

2) 中小企業の振興

工業については、近代的経営管理制度の導入と、資金融資のあっ旋等

によって、体質改善・生産性の向上をはかり、経営の安定をうながす。

また労働力の確保に必要な従業員の福利厚生施設を企業体が共同設置

する方向で指導する。

商業は、零細経営が多く、このため過当競争状態を呈している。これ

ら企業が互に協力し、協業化、協同化により商屈の大型化をはかり顧客

吸引力を強化するよう指導するとともに、小口事業資金の利用等金融の

円滑化を通じ、近代化を推進する。商居街の再開発により近代的商庖街

の形成をはかり流出購買力を吸収し、国鉄、私鉄の各駅を中心とした商

業圏を確立する。

3) 市民消費経済の保護

生活必需物資の多様化に対処するため、商品に対する知識の普及や商

品テストがなされなければならない。そこで継続的な学習(消費者講座)

の推進、消費者センターの利用促進により消費者教育をたかめる。

また市民が日常の生活をまかなう必需物資を、市内で選択購入できる

商品の豊富な商庖街の育成につとめる。

4. 行財政運営の合理化、近代化

市の行政事務は年とともに増大し、その内容も複雑多岐にわたりつつあ

る。これにともない行政上の経費も増こつの一途をたどっている。

限りある財源のなかで、住民福祉水準の維持向上をはかるには最少の経

費で最大の効果をあげる行政が期待きれる。市はこれらの要請に対処して

戸
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行財政運用について徹底的な介埋化と近代化を推進し、住民福祉をソミ説す

る。

1) 市の行政組織及び行政構造を再検討し、都dj化の進展と、業務の，[性格

に即応する処理体制、流動的、弾力的な組織への改革を試み、社会的、

経済的変動に対応、して充分機能し得る行政組織を佐立する。

2) 市民の利便性並びに行政辺用の能率化と a 元化を期するため、実↑}!?の

許す限り市の行政事務並びに公共的施設の集'11- -J己化をはかるとともに

関係行政機関の協力を求めて、その地域的統イトを促進する。

3) 職員の資質の向上をはかるため、効果的な人事管理をはかるとともに

研修制度を充実し、さらに各組織間の事務量に相l応、する職員の適正l配置

を実施して能率的かつ民主的な事務体制を佐立する。

4) 行政事務の処理については、その現状分析を実地し、 r1i民の利似性、

行政の効率性等総合的、全体的角皮から検討を加え、大r[IMなが務の改善

その標準化、機械化、集中化を試み、先進(I~ な下務の合理化、能率化を

推進する。

5) 市が行なう公共事業、公共施設の整備並びに行政事務の処理等につい

て市域をこえて隣接団体との共同処理または協力関係を必要とするとき

は、積極的に関係団体の協力を求めて推進する。

6) 市財政の運用については財源の充実とその確保に全力をあげるととも

に、高度化する行政需要に対処して財源の効果的な使用と経費の節減を

はかり、あわせて健全かつ充実した市財政を確立する。

7) 市が行なう各種の事務、事業等については経営理論の導入、その採用

につとめるとともに、採算制、効率性を主眼として逆用する。とくに rl1

の公営企業、特別会計事業等については、収支均衡・独立採算制の建前

を確立する方向で努力する。

5. 市民の市政への参加

市政の目標である福祉の増進は市と市民相互の努力と協力により実現さ

れるものである。
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"jL亡の，11"政への参加はこれら努力と協力のぷ誌をい っそう山め、|以られ

た行財政のなかに積極的に rlH亡のぷ忠を反映させ、全体として矧1)(本の I~':j ~可

dT政を促進することにある。

そのためには明確なリi氏ぷ識と全111民による述刊:が必要とされる。

，Uは位山でJE硲な情械のfJ1dJ与を;mじ、 llil(の，11"政への関心と JJg解を深め

rH民dG:ri哉の峨}J)<:につとめるとともに rU1亡の戸を，U政に jぷ映するための機会

を用意する 。 'IJ民地設の適切な配置により，UL~の交流を活発化し、従米の

地縁(1''.1なコミュニケーションの範囲を拡大し、~主川ぷJ哉の浸透をはかる 。

身近な問題の解決を求める rli民の声は、 'I丹リイヤし、と相互理解により悦里子

を広め、郷土を愛し、その均衡ある発展をJRめる ，U民こは哉に成長し、心を

ひとつにする大きなブJとして，11政を前進させる。

i主'liYし、山陽する ilT民立識は民主的なrIJ-政の辺営を促進するとともに、

行政との緊密な閃速のなかでliいに啓禿しあいながら協調し、 rli政の日標

実現を早めるものである。

市民のけJ・政への参加を積極的にうながし、自治の本町を全うする。
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